
第１号議案　剰余金の配当の件
第２号議案　 取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）８名
選任の件

第３号議案　監査等委員である取締役
１名選任の件

2023年３月24日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

開催
日時

大阪市中央区本町橋２番31号 
シティプラザ大阪 ４階 「KAI －海－」
※会場が前回と異なっておりますので、末尾の株主総会
　会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないよう
　ご注意ください。

〈 ご来場について 〉

開催
場所

定時株主総会
招集ご通知第43期

証券コード：9384

議案

新型コロナウイルスへの感染が懸念される状況が続いて
おります。株主総会当日のご来場については、慎重にご
判断くださいますよう、お願い申しあげます。また、本
総会の議決権行使は、書面またはインターネットによる
方法もございますので、そちらのご利用も併せてご検討
ください。
なお、本総会におけるお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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証券コード 9384
2023年３月３日

（電子提供措置の開始日2023年2月25日）
株 主 各 位

大阪市中央区備後町二丁目６番８号
内外トランスライン株式会社
代表取締役社長 小 嶋 佳 宏

第43期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第43期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第43期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト （https://ir.ntl-naigai.co.jp/ja/index.html）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、新型コロナウイルスへの感染を避けるため、株主の皆様におかれましては、株主総会当
日のご来場については、慎重にご判断くださいますようお願い申しあげます。
また、郵送またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年３月23日（木曜日) 午後５時までに議決権を
行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2023年３月24日（金曜日）午前10時（受付開始午前９時）
2. 場 所 大阪市中央区本町橋２番31号

シティプラザ大阪 ４階「KAI －海－」
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただ
き、お間違いのないようご注意ください。）
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3． 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第43期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

２．第43期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）計算書類の内容
報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

４．その他招集にあたっての決定事項
（1） 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に

基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりませ
ん。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成
するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
①連結計算書類の連結注記表
②計算書類の個別注記表

（2） インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インタ
ーネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによる方法
で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

（3） 代理人によるご出席の場合は、委任状並びに本人及び代理人の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。（定款の定めにより、代理人の資格は当社の議決権を有する他の株
主様１名に限らせていただいております。）

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。

◎書面交付請求されていない株主様には、株主総会参考書類も併せてご送付しております。
◎本年より、書面による決議通知はお送りいたしませんのでご了承ください。決議の結果は、株主総会終了後、
当社ウェブサイトに掲載いたします。
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詳細は次頁をご参照ください。

議決権行使についてのご案内
次のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

書 面 インターネット 株主総会ご出席

同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご表示いただき、行使期限までに
到着するようご返送ください。議
決権行使書面において、議案に賛
否の表示がない場合は、賛成の意
思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。

当社指定の議決権行使ウェブサイト
(https://soukai.mizuho-tb.co.jp
/）にアクセスしていただき、行
使期限までに賛否をご入力くださ
い。

同封の議決権行使書用紙を株主総
会当日、会場受付にご提出くださ
い。

※新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、ご来場いただい
てもご入場を制限させていただ
く場合がございます。

行使期限 行使期限 株主総会開催日時

2023年３月23日(木)
午後５時までに到着

2023年３月23日(木)
午後５時までに行使

2023年３月24日(金)
午前10時

インターネットにより議決権を行使される場合の注意点
・同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の
案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

・パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情
報ですので、大切にお取り扱いください。

・議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への
通信料金は株主様のご負担となります。

・議決権行使書の郵送とインターネットによる方法の双方で議決権を行使された場合は、イン
ターネットによる議決権の行使を有効とさせていただきます。

・インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を
有効とさせていただきます。

機関投資家の皆様へ 機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子
行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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見本見本
見本見本

見本見本

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

「次へすすむ」
をクリック

「議決権行使
コード」を入力

「次へ」をクリック

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください。

「初期パスワード」
を入力

「登録」をクリック

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することな
く議決権行使ウェブサイトにログインすることがで
きます。

議決権行使ウェブサイト

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
１ 同封の議決権行使書用紙に記載された
「スマートフォン用議決権行使ウェブサ
イトログインQRコード」を読み取って
ください。

２ 以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に
限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

１ 議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

２ 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

３ 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

４ 以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524 受付時間 年末年始を除く
午前９時～午後９時
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の配当の件
当期の期末配当につきましては、経営基盤の強化と今後の事業展開を勘案して、以下のとお

りといたしたいと存じます。
これにより、当期の年間配当金は、先に実施いたしました第２四半期末（中間）配当30

円を含め、１株につき85円となります。

（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 55円 総額 537,691,715円

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月27日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（７名）は、

本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存
じます。
なお、本議案に関しましては、独立社外取締役がメンバーの半数を占める指名･報酬委員会

の審議及び答申を経ております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

１

【再任】
小 嶋 佳 宏
こ じま よし ひろ

(1964年10月19日)

2002年４月 当社入社
2005年10月 当社横浜支店長
2006年４月 当社東京営業部次長
2007年６月 NTL-LOGISTICS(HK)LIMITED（現 社 名

内外特浪速運輸代理（香港）有限公司）
Managing Director

2008年４月 当社東京営業部長
2010年４月 当社執行役員東京営業部長
2011年４月 当社執行役員東京輸出営業部長
2013年２月 当社執行役員、フライングフィッシュ株

式会社代表取締役社長
2018年３月 当社取締役、フライングフィッシュ株式

会社代表取締役社長
2020年３月 当社常務取締役、フライングフィッシュ

株式会社代表取締役社長
2022年 3 月 当社代表取締役社長

現在に至る

8,000株

【取締役候補者の選任理由】
小嶋佳宏氏は、当社入社以来営業部門の第一線で売上拡大に貢献し、また海外現地法人及び国内
子会社の代表者として当社グループの基盤拡大に重要な役割を果たしてまいりました。2022年３
月に当社代表取締役社長に就任以来、先頭に立って当社グループの事業を力強く牽引しており、
引続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

２

【再任】
大 川 友 子
おお かわ とも こ

(1963年12月５日)

1991年12月 当社入社
1996年11月 当社業務部長
2006年３月 当社取締役
2007年４月 当社取締役執行役員業務部長
2008年４月 当社取締役執行役員
2009年３月 当社取締役
2010年３月 当社常務取締役
2012年３月 当社専務取締役
2020年３月 当社代表取締役専務
2022年 3 月 当社専務取締役

現在に至る

134,400株

【取締役候補者の選任理由】
大川友子氏は、当社入社以来当社ビジネスの要のひとつである業務部門の発展に大きく貢献して
まいりました。その豊富な経験と実績、業界全体への深い知見は、当社の経営と業務執行の監督
に重要な役割を果たしており、引続き取締役候補者といたしました。

３

【再任】
戸 田 幸 子
と だ さち こ

(1970年９月29日)

1999年10月 当社入社
2005年４月 当社シンガポール現地法人・

NTL NAIGAI TRANS LINE (S)PTE
LTD.取締役

2008年４月 当社東京総務部長
2009年３月 当社執行役員東京総務部長
2012年３月 当社取締役海外事業部長
2014年４月 当社取締役
2020年３月 当社常務取締役

現在に至る

45,800株

【取締役候補者の選任理由】
戸田幸子氏は、当社入社以来海外現地法人で豊富な経験を積み、海外代理店とも密接な関係を築
き、当社の海外戦略及び海外現地法人経営管理に重要な役割を果たしており、引続き取締役候補
者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

４

【再任】
三 根 英 樹
み ね ひで き

(1954年10月22日)

2001年８月 当社入社
2005年10月 当社総務部長
2009年３月 当社執行役員総務部長
2010年３月 当社取締役執行役員総務部長
2011年３月 当社取締役総合企画部長
2012年３月 当社取締役経営企画部長
2019年４月 当社取締役

現在に至る

69,500株

【取締役候補者の選任理由】
三根英樹氏は、当社入社以来管理部門の体制確立の重責を担い、総務部長、総合企画部長、経営
企画部長を歴任し、幅広い知識、経験を活かして適切な経営管理とコーポレートガバナンスの実
行に重要な役割を果たしており、引続き取締役候補者といたしました。

５

【再任】
東
ひがし

宏 尚
ひろ なお

(1959年５月13日)

2011年２月 当社入社 航空事業部長
2013年６月 当社執行役員航空事業部長
2014年８月 当社執行役員航空事業部長、東京支店長
2018年３月 当社取締役航空事業部長
2019年４月 当社取締役

現在に至る

4,300株

【取締役候補者の選任理由】
東宏尚氏は、大手総合物流サービス会社での豊富な経験と経営管理知識を活かし、当社入社以来
航空輸送事業の立上げと拡大に貢献してまいりました。取締役就任後は、営業部門全体の責任者
として重要な役割を果たしており、引続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

６

【再任】
岩
いわ

貞
さだ

均
ひとし

(1969年２月28日)

2002年１月 当社入社
2004年３月 NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD.

General Manager
2005年３月 NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD.

Director
2007年６月 NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,

LTD. Managing Director
2011年４月 当社東京輸入営業部次長
2013年２月 当社東京輸入部長
2015年６月 内外銀山ロジスティクス株式会社

代表取締役社長
2019年３月 内外銀山ロジスティクス株式会社、内外

釜山物流センター株式会社 代表取締役
社長

2019年４月 執行役員韓国統括、内外銀山ロジスティ
クス株式会社、内外釜山物流センター株
式会社 代表取締役社長

2021年３月 当社取締役、内外銀山ロジスティクス株
式会社、内外釜山物流センター株式会社
代表取締役社長
現在に至る

6,200株

【取締役候補者の選任理由】
岩貞均氏は、当社入社以来輸出入の営業現場とシンガポール及び韓国の現地法人で様々な経験を
積み、2015年に韓国・釜山で開始した新規倉庫事業を軌道に乗せて当社グループの事業拡大に大
きな役割を果たしており、引続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

７

【再任】【社外】
中 澤 圭 亮
なか ざわ けい すけ

(1959年12月12日)

1983年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀
行）入行

2008年４月 株式会社みずほ銀行京都支店支店長
2011年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ

人事部審議役
2011年12月 同社退社
2012年１月 株式会社クラウディア入社 執行役員

経営企画部・業務管理部担当
2015年11月 同社取締役就任
2016年11月 同社取締役退任
2017年４月 トランコム株式会社入社 ゼネラルマネ

ージャー 経営企画グループ担当
2018年４月 同社執行役員 経営企画・管理グループ

担当
2019年６月 同社取締役常務執行役員
2020年９月 同社取締役退任
2020年10月 同社顧問
2020年12月 同社顧問退任
2021年１月 株式会社ジャパンクリエイトグループ監

査役就任
2021年３月 当社社外取締役

現在に至る

―株

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要】
中澤圭亮氏は、大手金融機関での豊富な業務経験、知識並びに大手物流会社の経営者としての幅
広い見識を活かして、客観的な立場から当社の経営全般を監督していただくことが期待できるた
め、引続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

8

【新任】【社外】
矢 部 光 識
や べ みつ のり

(1978年5月15日)

2005年12月 中央青山監査法人（現 PwC京都監査法
人）入所

2008年 6 月 同所退所
2008年 8 月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本

有限責任監査法人）入所
2010年 3 月 公認会計士登録
2018年10月 EY新日本有限責任監査法人退所
2018年11月 矢部公認会計士事務所 代表就任
2018年12月 税理士登録
2021年 9 月 株式会社ミックウェア 社外監査役就任

現在に至る

―株

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要】
矢部光識氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い専門性を活かして、主に会計の
観点からの助言、提言と独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるた
め、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外監査役となること以外の方法で
会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切
に遂行することができるものと判断しております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役

がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず
ることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保
険者となり、2023年６月１日に当該保険契約を更新する予定であります。

３．中澤圭亮氏及び矢部光識氏は、社外取締役候補者であります。
４．社外取締役との責任限定契約について

当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第１項の規定に
より、中澤圭亮氏との間に、法令が規定する額を限度額として、任務を怠ったことによる損害賠償
責任を限定する契約を締結しており、本総会において同氏が再任された場合には、本契約を継続す
る予定であります。また、矢部光識氏が選任された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定
であります。

５．中澤圭亮氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年であります。
６．中澤圭亮氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、当社は同氏を東京証券取引所に独

立役員として届出しております。本総会において同氏が再任された場合は、引続き独立役員とする予
定であります。また、矢部光識氏についても、独立役員として指定し、同取引所に届出する予定であ
ります。
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第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役川崎裕朗氏が辞任されますので、その補

欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退

任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
氏 名
（生年月日） 略歴及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

【新任】【社外】
遊 上 利 之
ゆ かみ とし ゆき

(1956年7月13日)

1980年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入
行

2007年 6 月 株式会社三菱UFJ銀行難波支店長兼難波駅前支店長
2009年 5 月 同行退行
2009年 6 月 三菱UFJスタッフサービス株式会社（現 三菱UFJ

人事サービス株式会社）入社 執行役員大阪支社長
2014年 9 月 同社退社
2014年10月 株式会社電響社入社 顧問
2015年 6 月 同社常勤監査役
2019年６月 同社常勤監査役退任
2019年12月 株式会社ハークスレイ入社 経理部長
2020年12月 同社顧問
2021年 2 月 同社退社
2021年 6 月 株式会社プレサンスコーポレーション取締役（監査

等委員）
2022年12月 同社取締役（監査等委員）退任
2023年 2 月 日新化成株式会社 顧問

現在に至る

―株

【監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要】
遊上利之氏は、大手金融機関での豊富な営業経験と財務知識、上場会社の監査役及び監査等委員である取
締役として培った高い見識を活かして、独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待で
きるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

（注）1．遊上利之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．遊上利之氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3．当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役

がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず
ることのある損害が填補されます。遊上利之氏が本総会において監査等委員である取締役に選任され
た場合は、当該保険契約の被保険者となり、2023年６月１日に当該保険契約を更新する予定でありま
す。
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4．監査等委員である社外取締役との責任限定契約について
当社は、監査等委員である社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、遊上利之氏が
監査等委員である社外取締役に選任された場合は、会社法第427条第１項の規定により、同氏との
間に、法令が規定する額を限度額として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を
締結する予定であります。

5．遊上利之氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、当社は同氏が監査等委員である取
締役に選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届出する予定であります。

（ご参考）取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）
本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合の取締役のスキルマトリックスは以下のとお
りとなります。

氏名 役職
（予定）

企業経営
経営戦略

営 業
マーケティング 国際性 法 務

リスク管理 財務会計 人材戦略
育 成 IT

小嶋 佳宏 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇

大川 友子 専務取締役 〇 〇 〇 〇

戸田 幸子 常務取締役 〇 〇 〇

三根 英樹 取締役 〇 〇 〇 〇

東 宏尚 取締役 〇 〇 〇

岩貞 均 取締役 〇 〇 〇

中澤 圭亮 社外取締役 〇 〇 〇

矢部 光識 社外取締役 ○ ○

長谷川 豊 常勤監査等委員 〇 〇 〇

敏森 廣光 監査等委員 〇 〇

遊上 利之 監査等委員 ○ ○ ○

以 上
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事 業 報 告

（2022
2022

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日
か
ま
ら
で）

１．企業集団の現況に関する事項
（1） 事業の経過及びその成果

① 全般的概況
当連結会計年度の業績につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行が未だ収

まっていない中、経済活動は回復に向けて動いております。一方、ロシア・ウクライ
ナ情勢などによる資源価格の上昇や各国の政策金利の引上げに伴う急激な為替変動に
より社会活動への影響が懸念されております。
海上輸送のコンテナスペースの状況につきましては、2022年秋口頃からの港湾混

雑の緩和を受けて運賃が下落しておりますが、どこまで下落するかは見通しがつかな
い状況であります。
このような状況の下、当社グループは国際総合フレイトフォワーダーとしてさらな

る成長をめざす取組みを強化してまいりましたところ、前年の業績を大きく上回る水
準で推移いたしました。
この結果、当連結会計年度の売上高は47,320百万円（前連結会計年度比34.2％

増）、営業利益は6,680百万円（同75.4％増）、経常利益は6,874百万円（同75.3％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益は4,651百万円（同67.2％増）と前年比にお
いて増収増益となりました。

② セグメント別概況
（日 本）
日本における国際貨物輸送事業につきましては、輸出混載貨物を主力としており

ます。当連結会計年度における売上高は、単体につきましては、運賃や各種作業料
の上昇に伴って当社の売価を引上げたことに加え、運賃がドル建てであることから
顧客に請求する円貨ベースの金額が増大したこともあり増収増益となりました。
国内子会社におきましては、株式会社ユーシーアイエアフレイトジャパンは、航

空輸送の案件を増やし大口の設備輸入案件を獲得したことで増収増益となりまし
た。また、フライングフィッシュ株式会社は、従来より得意とする食品輸入のみな
らず、積極的な新規取引拡大等より増収増益となりました。
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この結果、日本セグメントにおける売上高は、35,485百万円と前年と比べ
10,692百万円（43.1％）増加し、セグメント利益（営業利益）も4,712百万円と
前年と比べ2,146百万円（83.6％）増加しました。
（海 外）
当社グループはアジア地域及び米国に連結子会社11社を有しております。これら

の海外子会社では日本からの貨物の取扱が売上高の大半を占めておりますが、近年
では日本発着以外のサービスも強化、推進しております。
当連結会計年度におきましては、フォワーディング案件を順調に取込み、増収増

益となりました。
この結果、海外セグメントにおける売上高は、11,835百万円と前年と比べ

1,361百万円（13.0％）増加し、セグメント利益（営業利益）も1,971百万円と前
年と比べ726百万円（58.4％）増加しました。

（2） 設備投資等の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は254百万円であり、その主なもの

は、当社の本社レイアウト変更、NTL-LOGISTICS(INDIA)PRIVATE LIMITEDのトラック
購入等であります。

（3） 資金調達の状況
当連結会計年度において該当事項はありません。
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（4） 対処すべき課題
今後の当社グループを取巻く経営環境を展望しますと、新型コロナウイルス感染症の影

響については世界的に共存の道を歩む方向に進んでおりますが、感染の収束にはしばらく
時間を要すると思われます。また、2022年度の日本の輸出貿易統計額は2021年度を上
回りましたが、2023年度は港湾混雑の緩和による需給バランスの正常化に加え、世界経
済の景気後退に伴う輸送需要の減少によりコンテナ運賃が2022年度の後半よりもさらに
下落すると見込まれることから、厳しい環境になると予測しております。
しかし、当社グループは、以下に掲げる2023年度より2027年度に至る「第5次中期経

営計画」を策定しており、その基本方針に基づいて売上と利益の拡大と企業価値の向上を
めざしてまいります。
また、当社グループは2022年4月に東京証券取引所プライム市場へ移行し、コーポレ

ート・ガバナンスコードへの対応を着実に進めており、引続き経営の健全化や透明性をよ
り一層高めてまいります。

（第５次中期経営計画の概要）
当社グループは、第4次中期経営計画の終了に伴い、新たに2023年度～2027年度の第

５次中期経営計画を策定しており、その概要は次のとおりであります。
当社グループは「国際物流における最高のソリューションプロバイダーでありたい」を

合言葉に、以下グループ基本方針に基づき諸施策を遂行いたします。
なお、当社グループの第４次までの中期経営計画は３カ年計画でしたが、後述する施策

を展開するには３年という期間では不十分なことと、より中長期的な視点で経営するこ
とを目的として、今回の第５次中期経営計画の期間は５年といたします。

Ⅰ グループ基本方針
・本業である混載の国内トップシェア維持拡大を図りつつ「第二の本業」としてフォ
ワーディングを徹底的に拡大し、真の国際総合フレイトフォワーダーをめざしま
す。

・2027年にグループ売上高700億円、親会社株主に帰属する当期純利益50億円をめ
ざします。
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Ⅱ 施策
（１）国内事業
①混載事業

基幹事業である混載事業については内外トランスライン株式会社を中心に、これまで培
った事業ノウハウや長年に亘って築き上げたネットワークを活かして、業界地位を堅持
するとともに、業務の効率化を図り安定的な収益確保を実現します。

②フォワーディング事業
当社成長期待分野であるフォワーディング事業については、グループ間で最適な組織編

成を行い、売上と利益の増加をめざします。
（２）海外事業
①代理店

代理店については、さらなる関係強化を図るとともに再編を視野に入れた効率的な運用
を行います。

②新規拠点の設立
日本との貿易が多い国や今後成長が期待できるエリアへの現地法人や駐在員事務所の設

立を検討します。
③既存拠点の業務拡大

既存拠点においては、対日ビジネス偏重からの脱却を図るため、現地スタッフによる地
場企業向けの輸出営業のインフラを構築し、現地から日本以外の国への輸出を拡大しま
す。

Ⅲ 投資戦略
上記施策を実行するため、おもに以下の投資を行います。

（１）M&A等
既存事業の規模拡大やシナジー効果を生み出して新規分野への進出等を図るため、

M&Aや資本提携、業務提携等を積極的に行います。
（２）DX

営業支援、業務効率化や顧客サービス充実を目的として、一層のDXの推進を図ります。
（３）アセット事業

当社グループは、韓国とインドに自社倉庫を所有しておりますが、今後も海外を中心と
して倉庫等のアセットを取得し、事業領域の拡大を図ります。
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（４）人材・教育
国内外を問わず、新規事業の立上げと既存業務の拡大のための人材投資を積極的に行う

とともに、社員能力向上のために教育研修投資を行います。
（５）ESG・SDGs

ESG・SDGsの向上・達成のためCGコードに則って対応します。

上記基本方針に基づく施策や投資戦略により、2027年度には以下の数値目標の達成を
めざします。

数値目標
項目 2027年12月期目標
売上高 700億円

親会社株主に帰属する
当期純利益 50億円

注)本資料に記載の将来にかかる一切の内容は、発表時現在において入手可能な情報に基づ
き推計したものであり、様々な要因により、実際の施策・業績と異なる可能性がありま
す。

以上、諸課題の達成に向け全力を尽くす所存でございますので、株主の皆様におかれま
しては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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（5） 財産及び損益の状況の推移

区 分 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(当連結会計年度)

売 上 高（千円） 22,830,041 22,209,126 35,266,206 47,320,714

経 常 利 益（千円） 1,594,461 1,484,652 3,922,509 6,874,773

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,091,584 850,628 2,783,075 4,651,949
１株当たり当期純利益（円） 112.38 87.48 285.93 477.56
総 資 産 額（千円） 12,145,244 12,784,529 16,752,649 22,133,907
純 資 産 額（千円） 9,484,783 9,864,625 12,700,419 17,510,163
１株当たり純資産額（円） 900.54 945.87 1,232.38 1,708.09
(注)「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から

適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の指標等となって
おります。
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（6） 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. 20万
シンガポールドル 100.0％ 国際貨物輸送事業

NTL NAIGAI TRANS LINE(THAILAND)CO.,LTD.
（注２） 800万バーツ 49.0％ 国際貨物輸送事業

PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA 100万米ドル 95.0％ 国際貨物輸送事業

上海内外特浪速運輸代理有限公司 100万米ドル 100.0％ 国際貨物輸送事業

NTL NAIGAI TRANS LINE(USA)INC. 190万米ドル 100.0％ 国際貨物輸送事業

NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD. 3億ウォン 100.0％ 国際貨物輸送事業

内外特浪速運輸代理(香港)有限公司 800万香港ドル 100.0％ 国際貨物輸送事業

NTL-LOGISTICS(INDIA)PRIVATE LIMITED 2,152,000
インドルピー

100.0％
（36.5） 国際貨物輸送事業

株式会社ユーシーアイエアフレイトジャパン 5,000万円 100.0％ 国際貨物輸送事業

フライングフィッシュ株式会社 １億円 100.0％ 国際複合一貫輸送事業

内外銀山ロジスティクス株式会社 110億ウォン 70.0％ 倉庫事業

内外特浪速国際貨運代理(深圳)有限公司 550万人民元 100.0％
（100.0） 国際貨物輸送事業

内外釜山物流センター株式会社 35億ウォン 90.0％ 倉庫事業

（注）１．議決権比率欄の（内書）は、間接所有比率であります。
２．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。

（7） 主要な事業内容
当社グループは国際貨物輸送事業並びにこれらの附帯業務を主な事業としております。
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（8） 主要な事業所
① 当社

国 内 本 社 大阪市中央区
支 店 東京、名古屋、神戸、横浜
営 業 所 福岡

② 子会社等
国 内 株式会社ユーシーアイエアフレイトジャパン

フライングフィッシュ株式会社
海 外 上海内外特浪速運輸代理有限公司（中国）

NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD.（韓国）
（上記のほか、アジア及びアメリカに９社があります。）

（9） 従業員の状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

688名 27名増

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（派遣社員48名）は除いております。

（10） 主要な借入先及び借入額
金融機関からの借入金はありません。
なお、取引金融機関と融資限度額を決めた当座貸越契約及びコミットメントライン契約

（融資限度額31億円）を締結しております。

（11） その他企業集団の現況に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項
（1） 発行可能株式総数 32,000,000株

（2） 発行済株式の総数 9,776,213株
（自己株式921,787株を除く。）

（3） 株主数 17,721名

（4） 大株主（上位10名）

株 主 名
当社への出資状況

持 株 数 持株比率
千株 ％

合同会社エーエスティ 2,121 21.70

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 675 6.91

内外トランスライン従業員持株会 344 3.52

戸田 徹 320 3.27

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 254 2.61

株式会社ときわそば 250 2.56

日章トランス株式会社 232 2.37

トランコム株式会社 220 2.25

常多 晃 164 1.68

宇野 友子 134 1.37

（注）１. 当社は、自己株式921,787株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。なお、自己株
式には「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保
有する当社株式32,060株を含めておりません。

２. 持株比率は自己株式を控除しております。
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(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

株 式 数 交付対象者数
取締役（監査等委員及び
社外取締役を除く。） 6,200株 5名

（6） その他株式に関する重要な事項
一単元当たりの株式数 100株

３．会社の新株予約権等に関する事項
（1） 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

（2） 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対して交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

（3） その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1） 取締役の氏名等（2022年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 小嶋 佳宏
専務取締役 大川 友子
常務取締役 戸田 幸子
取締役 三根 英樹
取締役 東 宏尚

取締役 岩貞 均 内外銀山ロジスティクス株式会社代表取締役社長
内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長

取締役 中澤 圭亮 株式会社ジャパンクリエイトグループ監査役
取締役（常勤監査等委員） 長谷川 豊
取締役（監査等委員） 川崎 裕朗
取締役（監査等委員） 敏森 廣光

（注）１．取締役中澤圭亮氏、取締役（監査等委員）川崎裕朗氏並びに敏森廣光氏は、社外取締役であります。
２．取締役中澤圭亮氏、取締役（監査等委員）川崎裕朗氏並びに敏森廣光氏につきましては、東京証券取

引所に対し独立役員として届け出ております。
３．監査環境の整備、社内情報の収集、内部監査部門との連携を通して監査・監督機能を強化するため

に、長谷川豊氏を常勤監査等委員に選定しております。

（2） 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、法令が規定する額

を限度額として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。

（3） 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締

結し、被保険者が負担することになる、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、
または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険
契約により補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、

すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、法令違
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反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一
定の免責事由があります。

（4） 取締役の報酬等
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、

決定方針という。）を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定

方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合しており、指名・報酬委員会からの
答申が尊重されていることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しており
ます。
決定方針の内容は下記のとおりであります。

イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値向上と持続的な成長を担う人材を確保及び

維持できる水準とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責に応じて適正に決
定することを基本方針とします。

ロ 取締役の報酬体系
取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬及び非金銭報酬である譲渡制限付株式

報酬で構成するものとします。
a 固定報酬

固定報酬は毎月支給するものとします。固定報酬の金額は選任の指名基準の充足度
に応じて個別に決定し、次年度以降はその金額を基本として、役職の難度に応じて決
定するものとします。いずれの場合も産業界の慣行、実績に照らし、かつ、従業員給
与制度における最高度の金額を社会的通念に照らして上回るものとします。なお、社
外取締役の報酬は固定報酬とし、金額は経歴、資格の有無、在任期間等を考慮して個
別に決定するものとします。

b 譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、定時株主総会後、毎年一定の時期に支給するものとしま

す。譲渡制限付株式報酬は、内規に基づき在任期間等に応じた株式数を割当てるもの
とします。再任時の加算部分については、前年の連結純利益が期初公表数値から乖離
（90％未満）した場合は加算しないものとします。

② 監査等委員である取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
固定報酬を基本とし、常勤、社外の区分、経歴、資格の有無、就任期間等を考慮して
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監査等委員である取締役の協議によって個別に決定するものとします。
③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、第42期定時株主総会（2022
年３月25日）において、年間報酬総額を300,000千円以内とし、また、年間報酬総額
300,000千円以内のうち、譲渡制限付株式の付与による報酬は50,000千円以内（社外
取締役及び国内非居住者を除く）とする旨を決議しております。当該定時株主総会終結
時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は7名（うち社外取締役1名）
であります。
監査等委員である取締役の報酬は、第42期定時株主総会（2022年３月25日）にお

いて、年間報酬総額を30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時
点の監査等委員である取締役の員数は3名（うち社外取締役2名）であります。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長小嶋佳宏

にその具体的内容の決定について委任しております。代表取締役社長小嶋佳宏は個人別
の報酬額案を策定し、指名・報酬委員会に諮問のうえ決定しております。権限を委任し
た理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務や職責等の評価を行うに
は、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 譲渡制限付
株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

107,755
(5,625)

96,056
(5,625)

11,699
(―)

10名
(2名)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

9,564
(4,313)

9,564
(4,313) ー 3名

(2名)
監査役

（うち社外監査役）
3,067

(1,350)
3,067

(1,350) ― 3名
(2名)

（注）１．当社は2022年3月25日開催の第42期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委
員会設置会社に移行しております。

２．当社の役員報酬は、基本報酬と非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬のみとしており、業績連動報酬
等はありません。
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（5） 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

社外取締役中澤圭亮氏は、株式会社ジャパンクリエイトグループの監査役を兼務して
おりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出席状況及び発言状況

取締役 中澤 圭亮

当事業年度に開催された取締役会18回すべてに出席し、経営者としての経
験と幅広い見識を活かし、適宜発言を行っております。
また、取締役候補者の選任や報酬の決定における透明性及び客観性の向上等
を目的として設置している指名・報酬委員会の委員長を務めております。こ
れらにより社外取締役として期待される役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 川崎 裕朗

当事業年度に開催された取締役会18回のうち、監査役として4回、取締役と
して14回のすべてに出席、また監査役会には4回のすべて、監査等委員会に
は11回のすべてに出席し、主に国際貨物輸送業界における長年の経験と知
見を活かし、適宜発言を行っております。
また、取締役候補者の選任や報酬の決定における透明性及び客観性の向上等
を目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めております。これ
らにより社外取締役として期待される役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 敏森 廣光

当事業年度に開催された取締役会18回のうち、監査役として4回、取締役と
して14回のすべてに出席、また監査役会には4回のすべて、監査等委員会に
は11回のすべてに出席し、主に豊富な営業経験と国際ビジネス知識、経営
者としての高い見識を活かし、適宜発言を行っております。
また、取締役候補者の選任や報酬の決定における透明性及び客観性の向上等
を目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めております。これ
らにより社外取締役として期待される役割を果たしております。
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５．会計監査人の状況
（1） 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2） 報酬等の額
① 当事業年度に係る報酬等の額 33,000千円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 33,000千円
（注） １． 会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分し

ておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載し
ております。

２． 当社の重要な子会社のうち、NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD.、NTL NAIGAI
TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD.及び内外銀山ロジスティクス株式会社は、Ernst&Youngグ
ループの現地監査法人の監査を受けております。

３． 監査等委員会設置会社移行前の当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人と
の連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに
過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監
査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3） 非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委

託しておりません。

（4） 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断

した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決
定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。こ
の場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におい
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．会社の体制及び方針
（1） 業務の適正を確保するための体制
１ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は当社及び当社の子会社(以下「子会社」という。)における法令、定款及び社
内規程の遵守を取締役及び使用人に周知徹底し、遵守させ、内部監査室による内部監査を
実施する。

② 企業倫理の確立を目的として制定した経営倫理規程及び行動規範について、総務部及び
人事部が周知徹底のための活動を行う。

③ 法令違反行為等に関する相談または通報を受け付ける窓口として、「内部通報相談窓口
(内部通報ヘルプライン)」を設置する。

④ 取締役は、法令違反及び社内規程に関する重大な違反等の事実を発見した場合には、遅
滞なく取締役会において報告し、是正措置をとる。

⑤ 監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行取締役執行状況
の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行に対し監査を行う。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、職務の執行に係る文書その他の情報につき、法令及び社内規程に従い、適切に

保存、管理する。

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の危険(以下「リスク」という。)の管理については、必要に応じてそれぞれの担当
部門が、リスク管理委員会と連携し、内容により弁護士、公認会計士等の外部の専門家の
助言を受け、社内規程に従い、適切に管理する。

② リスク管理の観点から特に重要な案件については、リスク管理委員会で事前に審議を行
ったうえで、取締役会に付議する。

４ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、月に１回定時に開催する他、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決
定及び取締役、執行役員の職務執行状況の監督を行う。

② 各部門の現場責任者による事業推進会議を毎月定時取締役会の翌営業日に開催して、取
締役会決定事項の徹底と各部門の能動的な経営参画意識醸成を図る。

③ 執行役員は、取締役会で定める業務担当事項に基づき、機動的かつ効率的な職務執行を
行う。
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５ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社に対する報告に関する体制

当社は子会社の経営内容を的確に把握するために「関係会社管理規程」に当社に対して
稟議及び報告する事項を定めて、適正な管理を行う。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社は、当社の「リスク管理委員会規程」に基づいてリスク管理を行い、必要に応じ

て当社の担当部署及びリスク管理委員会と連携して対処する。
③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は子会社の規模や事業特性を考慮して子会社を含めた当社グループの中期経営計画
を策定する。
各子会社を担当する当社の取締役は、子会社の取締役等と密接に連携して必要な助言を

行う。
④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
子会社は当社が定める「内部統制に関するグローバル規程」等に準じて「経営倫理規

程」等必要な規程を定め、取締役等及び使用人に対して周知徹底させる。
当社の内部監査室は、業務の適正性に関し、子会社の内部監査を行う。当社の監査等委

員会は、業務監査を通じて子会社における業務の適正の確保を図る。

６ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に対する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に
関する事項及び監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査等委員会の職務遂行を補助すべき使用人を配置していないが、必要に応じて内部監
査室等に協力を求め、または特定事項の調査を依頼することができるものとする。

② 将来、監査等委員会の補助者を配置する場合は、取締役は当該スタッフの取締役（監査
等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保すべきことに留意し、監査等委員会の
同意を得て取締役会で補助者配置を決定する。また、監査等委員会からの指示の実効性を
確保するため、監査等委員会から命じられた職務に関しては、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）及び当該使用人の属する組織等の者の指揮命令は受けないものとする。

７ 当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制及びこ
れらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

① 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員会の求めに応じて、随時その
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職務の執行状況その他に関する報告を行う。
② 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事実、法令違反、その他コンプライアンス違反及び不正行為の事実を知ったときは、速
やかに当社の監査等委員会に報告する。また、当社及び子会社は、これらの報告をした者
に対してこれを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、当社及び子会社の取締役
及び使用人に周知徹底する。

③ 重要な決裁書類は、当社の監査等委員会の閲覧に供する。

８ 監査費用等の処理に係る方針
当社は、監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたとき

は、必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。

９ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
① 監査等委員会は、取締役会に出席する他、必要と認める重要な会議に出席する。
② 監査等委員会は、月１回定時に監査等委員会を開催する他、必要に応じて臨時に開催
し、監査実施状況等について情報の交換・協議を行う。

③ 監査等委員会は、会計監査人より定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行
うとともに、内部監査室との連携を図ることで、効果的な監査業務を行う。

10 財務報告の信頼性を確保するための体制
① 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ
適切な提出に向け、内部統制システムを構築する。

② 内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を
行うことにより、金融商品取引法及びその他関連法令等に対する適合性を確保する。

11 反社会的勢力排除に向けた体制
暴力団排除条例に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体と

は一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。

（2） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況
当社は、取締役会、監査等委員会、事業推進会議、リスク管理委員会等の適切な開催及

び内部監査や子会社への指導等により、上記の業務の適正を確保するための体制の運用に
取組み、適切に運用されていることを確認しております。
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（3） 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を重要施策のひとつと位置づけ、経営基盤を強化し積

極的な事業展開のために内部留保の充実を図りつつ、安定した配当の維持を基本方針とし
ております。剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年２回としておりま
す。当社は定款において取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定
めておりますが、期末配当につきましては、株主総会に諮る方針としております。
この基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、１株につき55円とさせてい

ただきます。なお、中間期において、中間配当金１株につき30円を実施いたしておりま
すので、当期の年間配当金は１株につき85円となります。
内部留保金の使途は、今後の新規事業の展開等への備えであります。

（注）本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てにより、比率については表示
単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
使 用 権 資 産
リ ー ス 資 産
そ の 他
無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金
長 期 未 収 入 金
長 期 預 け 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

18,194,649
14,294,693
2,968,085

6,244
939,109
△13,482
3,939,257
3,308,300
2,504,942

70,021
372,233
235,296

5,587
120,218
57,128
7,829

43,359
5,939

573,828
121,782
303,986
18,572
6,014

114,219
27,826

△18,572

流 動 負 債 3,795,723
買 掛 金 1,534,228
リ ー ス 債 務 144,756
未 払 費 用 268,112
未 払 法 人 税 等 1,418,302
賞 与 引 当 金 14,106
そ の 他 416,216
固 定 負 債 828,020
リ ー ス 債 務 107,464
繰 延 税 金 負 債 151,044
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 4,024
株 式 給 付 引 当 金 55,324
退 職 給 付 に 係 る 負 債 448,490
そ の 他 61,672
負 債 合 計 4,623,744
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 15,762,173
資 本 金 243,937
資 本 剰 余 金 304,327
利 益 剰 余 金 16,216,106
自 己 株 式 △1,002,198
その他の包括利益累計額 881,752
その他有価証券評価差額金 16,607
為 替 換 算 調 整 勘 定 859,807
退職給付に係る調整累計額 5,337
非 支 配 株 主 持 分 866,237
純 資 産 合 計 17,510,163

資 産 合 計 22,133,907 負 債 純 資 産 合 計 22,133,907
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2022

2022
年
年

１
12

月
月

１
31

日
日
か
ま
ら
で）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 47,320,714
売上原価 34,803,698
売上総利益 12,517,015

販売費及び一般管理費 5,836,180
営業利益 6,680,835

営業外収益
受取利息 42,086
受取配当金 4,729
不動産賃貸料 32,160
為替差益 111,722
助成金収入 7,191
その他 20,703 218,593
営業外費用
支払利息 5,790
支払手数料 8,555
固定資産除売却損 5,554
その他 4,754 24,655
経常利益 6,874,773
税金等調整前当期純利益 6,874,773

法人税、住民税及び事業税 1,978,211
法人税等調整額 140,770 2,118,981
当期純利益 4,755,791

非支配株主に帰属する当期純利益 103,841
親会社株主に帰属する当期純利益 4,651,949

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2022

2022
年
年

１
12

月
月

１
31

日
日
か
ま
ら
で）

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2022年１月１日残高 243,937 299,403 12,202,641 △1,010,763 11,735,218
会計方針の変更による
累積的影響額 － － △71,635 － △71,635

会計方針の変更を反映した
当期首残高 243,937 299,403 12,131,006 △1,010,763 11,663,582

当期変動額

剰余金の配当 － － △566,849 － △566,849

親会社株主に帰属する
当期純利益 － － 4,651,949 － 4,651,949

自己株式の取得 － － － △84 △84

自己株式の処分 － 4,924 － 8,650 13,574
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 － 4,924 4,085,100 8,565 4,098,590

2022年12月31日残高 243,937 304,327 16,216,106 △1,002,198 15,762,173
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その他の包括利益累計額
非支配株主

持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2022年１月１日残高 17,012 245,982 1,182 264,177 701,023 12,700,419

会計方針の変更による累積的影響額 － － － － － △71,635
会計方針の変更を反映した
当期首残高 17,012 245,982 1,182 264,177 701,023 12,628,784

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △566,849
親会社株主に帰属する
当期純利益 － － － － － 4,651,949

自己株式の取得 － － － － － △84

自己株式の処分 － － － － － 13,574
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △404 613,824 4,154 617,574 165,213 782,788

当期変動額合計 △404 613,824 4,154 617,574 165,213 4,881,378

2022年12月31日残高 16,607 859,807 5,337 881,752 866,237 17,510,163
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 13社

連結子会社の名称
NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD.
NTL NAIGAI TRANS LINE(THAILAND)CO.,LTD.
PT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA
上海内外特浪速運輸代理有限公司
NTL NAIGAI TRANS LINE(USA)INC.
NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD.
内外特浪速運輸代理(香港)有限公司
NTL-LOGISTICS(INDIA)PRIVATE LIMITED
株式会社ユーシーアイエアフレイトジャパン
フライングフィッシュ株式会社
内外銀山ロジスティクス株式会社
内外特浪速国際貨運代理(深圳)有限公司
内外釜山物流センター株式会社

（2）非連結子会社の数 １社
非連結子会社の名称
NTL NAIGAI TRANS LINE(MYANMAR)CO.,LTD.

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除
いております。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社または関連会社

該当事項はありません。
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（2）持分法を適用しない非連結子会社または関連会社
非連結子会社の名称
NTL NAIGAI TRANS LINE(MYANMAR)CO.,LTD.

持分法を適用しない理由
持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として
も重要性がないため、持分法の適用から除外しています。

３．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
１. 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。
２. その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）によっております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。
② 棚卸資産
貯蔵品
最終仕入原価法によっております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（使用権資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降取得した建物附属設備については、定額法を
採用しております。在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３～50年
機械装置及び運搬具 ２～15年
有形固定資産その他 １～15年

② 無形固定資産（使用権資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。
③ 使用権資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上

しております。
③ 株式給付引当金

株式給付信託（J-ESOP）による当社株式の給付に備えるため、株式給付規程に基づき、従業員に割り
当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。
（４）重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の主要な事業の内容は、船舶による国際貨物輸送事業並びにこれらに付帯する事業
であり、主な履行義務は、物品に係る輸送サービスの提供であります。
これらのサービスについては、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財また

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しており、顧客との契約から生じる収益は、
主として一定の期間にわたり、履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識しております。

（５）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、20年以内の一定期間で均等償却を行っており、金額的に重要性のない場合は
発生時の費用とすることとしております。

② 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び一部を除く連結子会社の退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、期末自己都

合要支給額から年金資産による支給見込額を控除した金額を計上しております。
なお、連結子会社のうち１社においては、退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と

いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ
り、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識
する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱に従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計
年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認
識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱に従ってほとんど
すべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は61,579千円増加し、売上原価は58,230千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ3,349千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残
高は71,635千円減少しております。１株当たり情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しており
ます。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与え
る影響はありません。
また、（金融商品に関する注記）において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記

を行うこととしました。
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（追加情報）
(新型コロナウイルス感染症の影響)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響）に記載した新型コロ
ナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、2021年７月30日開催の取締役会決議に基づき、従業員に対して自社の株式を給付する従業員イ

ンセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」（以下「本制度」という）を導入しております。
（1）取引の概要

本制度の導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し
当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し勤続年数等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したと

きに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め
信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業

務に取組むことに寄与することが期待されます。
（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己
株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末64,524千円、
33,260株、当連結会計年度末においては、62,196千円、32,060株であります。

（表示方法の変更に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 1,520,360千円
２．当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,100,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 3,100,000千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計
年度期首株式数

当連結会計
年度増加株式数

当連結会計
年度減少株式数

当連結会計
年度末株式数

発行済株式
普通株式（株） 10,698,000 － － 10,698,000

自己株式
普通株式（株） 961,204 43 7,400 953,847
（注）１．当連結会計年度末における普通株式の自己株式数には「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産とし

て株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式32,060株を含めております。
２.（変動事由の概要）

増加の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式買取による増加 43株

減少の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式付与による減少 6,200株
株式給付信託（J-ESOP）の従業員への給付による減少 1,200株

２．配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年３月25日
定時株主総会 普通株式 273,561 28.00 2021年12月31日 2022年３月28日

2022年７月29日
取締役会 普通株式 293,287 30.00 2022年６月30日 2022年９月５日

（注）１．2022年３月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財
産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金931千円を含
めております。

２．2022年７月29日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産と
して株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金994千円を含めて
おります。
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② 当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の
種類

配当金
の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2023年３月24日
定時株主総会 普通株式 537,691 利益剰余金 55.00 2022年12月31日 2023年３月27日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ
口）が保有する当社株式に対する配当金1,763千円を含めております。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種
類及び数
該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については親会社が一元管理する方針をとっております。基本的には「資産
運用基準」に則り、原則として、安全かつ確実で効率のよい投資対象に対してのみ行うものとしておりま
す。余剰資金は、流動性の高い金融商品、一定以上の格付けを保有する発行体の債券等安全性の高い金融
商品、業務上の関係を有する企業の株式等に投資しております。また資金調達においても、原則として親
会社での一元管理・調達の方針で、主に銀行借入により調達しております。また、デリバティブ取引は、
為替及び金利の変動リスクを回避する目的で利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生

じる外貨建ての営業債権と在外子会社に対する貸付金は、為替の変動リスクに晒されております。有価証
券及び投資有価証券は、満期保有目的の債券と株式等でありますが、信用リスク、市場価格の変動リスク
及び金利の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、そのほとんどが２か月以内の支払
期日となっております。また、外貨建て営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。短期借入
金、長期借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものでありま
す。デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを軽減することを目的とした為替予約取
引であります。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、売上債権管理基準に従い、営業債権の担当執行役員を与信管理責任者とする体制の
下、営業部門は取引先毎に回収管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や
軽減を図っております。また、経理部門においては、回収動向を常にチェックし、都度営業部門に対し
て、助言、督促を徹底しております。なお、連結子会社においても、当社と同様の管理を行っておりま
す。有価証券及び投資有価証券は、一定以上の格付けをもつ発行体のもの及び市場性ある証券のみを選
定しており、信用リスクは僅少であります。また、当社は有価証券の購入に際し、金融資産運用に社内
牽制機能を持たせるため、「金融資産運営審査チーム」が事前に審査しております。デリバティブ取引
については、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引してい
るため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループの外貨建て営業債権債務及び金融債権債務等については、通貨別に把握された為替の変

動リスクに対して、親会社で一元管理を行っております。有価証券及び投資有価証券については、金融
商品の時価や発行体の財務状況等を把握するとともに、把握した時価を有価証券管理明細で代表取締役
及び担当取締役に報告しております。デリバティブ取引については、為替予約取引のみで、その他のデ
リバティブ取引については経理規程においてその取扱が制限されております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、グループ傘下の子会社を含め親会社で資金の一元管理を実施しており、各社の事業

計画及びその後の実績に基づき、資金の流動性が確保されるように管理しております。また、親会社で
は、機動的に対応できる貸出コミットメント契約を締結しており、流動性リスクを回避する体制をとっ
ております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
連結貸借対照表計上額、時価及び時価の算定方法

（単位：千円）
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

（１）投資有価証券
その他有価証券 82,543 82,543 －

（２）リース債務（1年内含む） (252,220) (247,491) (△4,728)

（＊１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（＊２）現金及び預金、売掛金、買掛金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの

であることから、記載を省略しております。
（＊３）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表

計上額は、以下のとおりであります。
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 27,500
子会社株式 11,738

（注１） 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年越
預金 14,288,329 － － －
売掛金 2,968,085 － － －

合計 17,256,415 － － －

（注２） リース債務の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

リース債務 144,756 66,846 28,038 11,454 977 147
合計 144,756 66,846 28,038 11,454 977 147
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 82,543 － － 82,543

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 247,491 － 247,491
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１に分類しております。
リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計を新規にリース取引を行った場合に想定される利率で割り引
いた現在価値によって算出しており、レベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、大阪市に賃貸用駐車場を所有しております。当連結会計年度における当該賃貸不動産にかかる賃
貸損益は31,800千円であります。なお、賃貸収益は営業外収益（不動産賃貸料）に計上しております。

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価
350,773 501,297

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価であります。
２. 時価の算定方法

連結決算日における時価は、路線価等の指標を用いて合理的に算定したものであります。

（収益認識に関する注記）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

調整額 連結計算書類
計上額日本 海外 計

売上高
顧客との契約から生
じる収益 35,485,096 11,835,617 47,320,714 － 47,320,714

外部顧客への売上高 35,485,096 11,835,617 47,320,714 － 47,320,714
セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,264,285 3,181,682 4,445,967 △4,445,967 －

計 36,749,382 15,017,299 51,766,682 △4,445,967 47,320,714

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「３.会計方針に関する事項(４)重要な

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報
（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 3,397,060 2,968,085

契約負債 111,166 45,533
当連結会計年度期首の契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しております。
契約負債は、主に顧客との契約に基づいて顧客から受け取った前受金であり、収益の認識に伴い取り崩さ

れます。連結貸借対照表上、契約負債は、流動負債の「その他」に含まれております。また、当連結会計年
度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がな

いため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,708円09銭
２．１株当たり当期純利益 477円56銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 7,937,983 流 動 負 債

買 掛 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
預 り 金
そ の 他
固 定 負 債
退 職 給 付 引 当 金
株 式 給 付 引 当 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

2,069,200
774,088
146,233

1,001,000
84,262
63,616
377,755
279,937
55,324
36,837
5,656

現 金 及 び 預 金 6,573,739
売 掛 金 955,480
前 払 費 用 78,713
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 66,355
そ の 他 265,220
貸 倒 引 当 金 △1,525
固 定 資 産 4,392,173
有 形 固 定 資 産 507,235
建 物 87,632
車 両 運 搬 具 5,708
工 具、 器 具 及 び 備 品 57,534 負 債 合 計 2,446,956
土 地 350,773 （ 純 資 産 の 部 ）
リ ー ス 資 産 5,587 株 主 資 本 9,866,592
無 形 固 定 資 産 28,872 資 本 金 243,937
ソ フ ト ウ エ ア 24,092 資 本 剰 余 金 286,783
そ の 他 4,780 資 本 準 備 金 233,937
投資その他の資産 3,856,065 そ の 他 資 本 剰 余 金 52,846
投 資 有 価 証 券 110,043 利 益 剰 余 金 10,338,069
関 係 会 社 株 式 2,690,143 利 益 準 備 金 2,500
関係会社長期貸付金 686,620 そ の 他 利 益 剰 余 金 10,335,569
差 入 保 証 金 151,718 別 途 積 立 金 5,000,000
施 設 利 用 会 員 権 22,584 繰 越 利 益 剰 余 金 5,335,569
長 期 未 収 入 金 2,856 自 己 株 式 △1,002,198
繰 延 税 金 資 産 188,343 評価・換算差額等 16,607
そ の 他 6,613 その他有価証券評価差額金 16,607
貸 倒 引 当 金 △2,856 純 資 産 合 計 9,883,200

資 産 合 計 12,330,157 負 債 純 資 産 合 計 12,330,157
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2022

2022
年
年

１
12

月
月

１
31

日
日
か
ま
ら
で）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 25,597,146
売上原価 18,824,217
売上総利益 6,772,929

販売費及び一般管理費 2,990,126
営業利益 3,782,803

営業外収益
受取利息 11,307
受取配当金 396,775
不動産賃貸料 31,800
為替差益 148,083
その他 17,757 605,724
営業外費用
支払手数料 8,555
固定資産除売却損 5,345
遅延損害金 2,129
その他 1,188 17,219
経常利益 4,371,307
税引前当期純利益 4,371,307

法人税、住民税及び事業税 1,273,345
法人税等調整額 △30,337 1,243,007
当期純利益 3,128,299

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2022

2022
年
年

１
12

月
月

１
31

日
日
か
ま
ら
で）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本 準 備 金 そ の 他
資本剰余金 利 益 準 備 金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益
剰余金

2022年１月１日残高 243,937 233,937 47,922 2,500 5,000,000 2,845,755
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 － － － － － △71,635

会計方針の変更を
反映した当期首残高 243,937 233,937 47,922 2,500 5,000,000 2,774,119
当期変動額
剰余金の配当 － － － － － △566,849
当期純利益 － － － － － 3,128,299
自己株式の取得 － － － － － －
自己株式の処分 － － 4,924 － － －
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額) － － － － － －

当期変動額合計 － － 4,924 － － 2,561,450
2022年12月31日残高 243,937 233,937 52,846 2,500 5,000,000 5,335,569
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株主資本 評価・換算
差額等 純資産合計

自己株式 株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

2022年１月１日残高 △1,010,763 7,363,287 17,012 7,380,300
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 － △71,635 － △71,635

会計方針の変更を
反映した当期首残高 △1,010,763 7,291,652 17,012 7,308,664
当期変動額
剰余金の配当 － △566,849 － △566,849
当期純利益 － 3,128,299 － 3,128,299
自己株式の取得 △84 △84 － △84
自己株式の処分 8,650 13,574 － 13,574
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額) － － △404 △404

当期変動額合計 8,565 2,574,940 △404 2,574,535
2022年12月31日残高 △1,002,198 9,866,592 16,607 9,883,200
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2023年02月20日 16時40分 $FOLDER; 53ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 53 ―

個 別 注 記 表
（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券

① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっております。

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

（２）棚卸資産
貯蔵品
最終仕入原価法によっております。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降取得した建物附属設備については、定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ３～15年
車 両 運 搬 具 ２～６年
工具、器具及び備品 ２～20年

（２）無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、自己都合当事業年度末要支給額から中小企業退職金共済制度による

退職金の支給見込額を控除して計上しております。
（３）株式給付引当金

株式給付信託（J-ESOP）による当社株式の給付に備えるため、株式給付規程に基づき、従業員に割
り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しております。
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４．重要な収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業の内容は、船舶による国際貨物輸送事業並びにこれらに付帯する事業であり、主な履行

義務は、物品に係る輸送サービスの提供であります。
これらのサービスについては、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財または

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しており、顧客との契約から生じる収益は、主と
して一定の期間にわたり、履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ
り、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識
する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱に従っ

ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期
首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基
準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱に従ってほとんどすべての収益
の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は61,579千円増加し、売上原価は58,230千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益はそれぞれ3,349千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は
71,635千円減少しております。１株当たり情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響は
ありません。

（追加情報）
(新型コロナウイルス感染症の影響)
連結計算書類「連結注記表(追加情報)」に同一の内容が記載されているため、記載を省略しております。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結計算書類「連結注記表(追加情報)」に同一の内容が記載されているため、記載を省略しております。
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（表示方法の変更に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 145,727千円
２．関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 224,231千円
長期金銭債権 686,620千円

３．関係会社に対する金銭債務
短期金銭債務 261,083千円

４．当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,100,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 3,100,000千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 1,367,727千円
仕入高 3,592,193千円

営業取引以外の取引による取引高
受取利息 11,272千円
受取配当金 392,046千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式(株) 961,204 43 7,400 953,847
（注）１．当事業年度末における普通株式の自己株式数には「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式32,060株を含めております。
２.（変動事由の概要）

増加の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式買取による増加 43株

減少の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式付与による減少 6,200株
株式給付信託（J-ESOP）の従業員への給付による減少 1,200株

2023年02月20日 16時40分 $FOLDER; 57ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 57 ―

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

未払事業税等 49,757千円
未払費用 6,036千円
税務上の収益認識差額 30,560千円
退職給付引当金 85,660千円
貸倒引当金 1,340千円
関係会社株式評価損 328,813千円
施設利用会員権評価損 4,358千円
株式報酬費用 12,413千円
株式給付引当金 16,449千円
資産除去債務 11,272千円
その他 8,026千円
小計 554,690千円
評価性引当額 △353,220千円
繰延税金負債との相殺額 △13,126千円

繰延税金資産純額 188,343千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △5,803千円
その他有価証券評価差額金 △7,322千円
小計 △13,126千円
繰延税金資産との相殺額 13,126千円

繰延税金負債純額 －千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 フライングフィッシュ
株式会社

直接
100％ 役員の兼任１名 配当金の受取 70,000 ― ―

子会社 上海内外特浪速運輸代
理有限公司

直接
100％ 役員の兼任２名 配当金の受取 185,628 ― ―

子会社
NTL-LOGISTICS
(INDIA) PRIVATE
LIMITED

直接
63.5％

間接
36.5％

ー 資金の回収
利息の受取

66,805
7,026 貸付金 199,065

子会社 内外銀山ロジスティク
ス株式会社

直接
70.0％ 役員の兼任３名 利息の受取 2,187 貸付金 421,200

子会社
NTL NAIGAI
TRANS LINE(USA)
INC.

直接
100% 役員の兼任３名 資金の貸付

利息の受取
115,440

2,058 貸付金 132,710

取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受入れておりません。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表（収益認識に関する注記）に

同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

(１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,014円27銭
２．１株当たり当期純利益 321円14銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年２月20日

内外トランスライン株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 正 彦

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柴 田 芳 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、内外トランスライン株式会社の2022年１月１日

から2022年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、内外トランスライン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年２月20日

内外トランスライン株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 正 彦

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柴 田 芳 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、内外トランスライン株式会社の2022年１

月１日から2022年12月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第43期事業年度における取締役の職

務の執行に関して監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
なお、当社は、2022年３月25日に開催された第42期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社か

ら監査等委員会設置会社に移行いたしました。2022年１月１日から2022年３月25日定時株主総会終結時
までの監査の状況に関しては、当該期間の各監査役が実施した監査内容を引継ぎ、その内容を確認のうえ、
当事業年度の監査報告といたしております。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)の状況を監視し、検証するとともに、下
記の方法で監査を実施しました。

（1）監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室と連携のうえ、取締役会
等の会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、グル
ープ会社に関しては、当社の取締役会において経営の状況を把握し、グループ会社担当取締役から事
業の報告を受けました。

（2）会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視し、検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況に関して報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に
掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って適切に
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)に関して検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に関しても、財務報告に係る内部統制
を含め、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年２月20日
内外トランスライン株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 長谷川 豊 印
監査等委員 川崎 裕朗 印
監査等委員 敏森 廣光 印

（注）監査等委員川崎 裕朗及び敏森 廣光は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取
締役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図

会場：大阪市中央区本町橋２番31号
シティプラザ大阪 ４階
「KAI －海－」
（代表電話番号 06-6947-7888）

◎ 地下鉄堺筋線・中央線 堺筋本町駅①⑫番出口より徒歩６分
◎ 地下鉄谷町線・中央線 谷町四丁目駅④番出口より徒歩７分
◎ 車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。
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